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豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託公募型プロポーザル実施要領 

（転倒骨折予防教室事業・脳がんじゅう教室事業） 

 

１ 趣旨 

この要領は、令和 8年度 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務を公募型プロポー

ザル方式（以下、「プロポーザル方式」という。）により、業務委託の受託者を選定する場合の手

続きについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託事業の趣旨・目的及び公募型プロポーザル方式採用の理由 

豊見城市では、豊見城市介護保険地域支援事業実施要綱に基づき定める、介護予防・日常生活支

援総合事業を実施するものとし、各種事業において高齢者の生活の質の向上を目指し、日常生活

の活動を高め、社会参加を促進する。また、高齢者が自身の健康や介護予防に関心を持ち、主体

的に介護予防活動に取り組むための、セルフケアマネジメント能力を高める。 

各種事業を委託するにあたっては、別紙の仕様書に定める業務委託について、十分な業務遂行能

力を有している事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用しようとするものであ

る。 

 

３ 業務概要 

(1)名  称 

① 転倒骨折予防教室事業 

② 脳がんじゅう教室事業 

（2）内 容   

① 転倒骨折予防教室事業 業務仕様書のとおり 

② 脳がんじゅう教室事業 業務仕様書のとおり 

（3）選定方法 

プロポーザル方式による提案内容の評価基準を基に、総合的に評価・審査し受託候補者 

を選定する。 

(4) 委託期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31日までとする。 

(5) 委託上限額     

業務名称 上限金額 

① 転倒骨折予防教室事業 1,522,000円 （税込）                                                                                                                                                                                      

② 脳がんじゅう教室事業 817,000円 （税込） 

(6)再委託 

    受託者は、受託する業務の全部又は一部を第三者（受託者の子会社（会社法第 2条第 1項第

3号に規定する子会社）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務

仕様書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでないが、事前に委

託者に書面で通知し、委託者の承諾を得なければならない。 

受託者は、第三者に委託する場合には、受託者同様に業務上知り得た情報の秘密の保持及び
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個人情報の取扱い等を含めた義務を負わせるものとする。 

 

４ 委託事業者数 

① 転倒骨折予防教室事業 ② 脳がんじゅう教室事業：いずれも１事業者に委託を行う。 

 

５ 応募資格 

  業務の実施に必要な能力を有する者で、次に掲げる全ての要件を満たすものを対象とする。 

(1) 沖縄県内に本店、支店等の事業所拠点があること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）等に基づ

く更生又は再生手続きを行っていない者であること。 

(4) 豊見城市の指名停止措置を受けていないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条

第 2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員でないこと。 

(6) 宗教法人（昭和 26年法律第 126号）第 2条に規定する宗教活動を主たる目的とする団体で

ないこと。 

(7) 事業者が国税、地方税を滞納していないこと。 

(8) 別紙の仕様書で定める業務委託について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有

すること及び本市の指示に柔軟に対応できること。 

 

６ 選定スケジュール  

（※各実施日については、事務上の都合により変更することもあります。） 

 

公募開始日 令和 8年 3月 4日 （水） 

質問受付期限 令和 8年 3月 18日（水）15時まで 

質問回答（ホームページ掲載） 令和 8年 3月 27日（金） 

プロポーザル参加申込書・企画提案書等提出期限 令和 8年 4月 16日（木）15時まで 

選考会（プレゼンテーション）の実施 令和 8年 4月 24日（金）予定 

選考結果発出 令和 8年 4月下旬 

契約締結 令和 8年 5月上旬 

              

  ７ 質問受付期間及び回答 

本実施要領及び仕様書に関する質問等は、質問書 （様式 2） により、次の方法で受け付ける。 

また、質問の回答については、質問応答書により市ホームページにて公開する。 

 

(1) 質問方法  質問書を下記(4)提出先に記載されたメールアドレス宛てに電子メールにより提出す

ること。 

(2) 提出期限  質問締切日 令和 8年 3月 18日（水）15時 00分まで 

(3) 回答方法 提出された質問の回答については、令和 8年 3月 27日（金）までに市ホームペ
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ージにて公開する。公開にあたっては、質問者を特定できないようにして行う。なお、電話

又は口頭による質問を受け付けない。 

(4) 提 出 先 豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班 

メールアドレス kaigo-g@city.tomigusuku.lg.jp 

 

８ 参加申込書及び企画提案書の提出方法等 

(1) 提出書類 

① プロポーザル参加申込書 （様式１） 

② 企画提案書（任意様式） 

③ 教室のプログラム内容（任意様式） 

④ 見積書（任意様式） 

⑤ 応募資格確認書（様式 3） 

⑥ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

⑦ 会社定款（ない場合は規則及び構成員名簿等） 

⑧ 法人税、市県民税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

※発行から 3ヶ月以内のものに限る 

ア）②企画提案書は以下の点について留意し作成すること。 

 ・業務概要：仕様書の事業概要及び背景を踏まえ事業の目的、目標等について記載すること。 

 ・業務内容：仕様書に掲げる事業内容に対し具体的に提案すること。 

 ・職員実施体制 

 ・事業者概要 

 ・業務実績書  

 ・安全管理マニュアル等 

イ）⑥～⑧は１部原本 

①～⑤までの書類を一式として 8部（１部原本、7部コピー）を提出すること。 

  ウ）各種事業それぞれに提案すること。提出書類は事業ごとに作成し、１事業者につき１事業ご

とに 1提案とする。ただし、⑥～⑧については 1事業者につき 1部原本提出とする。 

(2)  提出期限 令和 8年 4月 16日（木）15時 00分まで（必着） 

(3)  提出方法 直接持参 

(4)  提 出 先 〒901-0292 豊見城市宜保一丁目１番地１ 

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班 

(5)  そ の 他 提案書提出後、内容確認のため連絡することがある。 

 

９ 事業者の選定方法及び選定結果の通知 

(1) 選定方法 

① 事務局により、参加資格要件、提出書類等の不備などの基本的な事項を確認する。 

② 業者の選定にあたっては、本市で設置する「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託

候補者選定委員会（以下「委員会」という。）において、提出書類等及びプレゼンテーショ

ンの内容を別紙 1 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託事業者選定基準

に基づき、総合的に評価・審査する。ただし、プレゼンテーション審査を省略する場合が

mailto:kaigo-g@city.tomigusuku.lg.jp
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ある。 

③ プレゼンテーションは、説明 15分以内・質疑 10分程度とする。プレゼンテーションの実

施にあたり、使用する機材等は全て提案者が用意すること。ただし、プロジェクターを使

用する場合は事前に申し出ること。  

※時間、場所等は別途通知する。 

④ 企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションの内容を基に、委員会において総合的に

評価を行い、委託候補者を選定する。 

⑤ 審査において、順位を決定した上位１位の事業者と市の間で契約交渉を行う。また、その

委託候補者が辞退その他の理由で契約ができない場合は、次点の者と契約交渉を行う。 

（2） 選定基準の考え方 

   別紙 1に基づいて審査を行う。 

(3) 選定結果の通知 

選定結果については、プレゼンテーションに参加した事業者宛に電子メールで通知するとと

もに、原本を郵送する。なお、委員会での審査内容は非公開とし、選定結果に対する異議は

受け付けないものとする。また、選定結果は、豊見城市ホームページにて公表する。 

 

１０ その他 

(1) 令和 8年度豊見城市一般会計予算が議決されなかった場合は、本業務に係る手続きについては

中止することがある。 

(2) 提案募集に参加する事業者はこの要領を熟読のうえ、これらを遵守し、市の指示に従い、公平

な競争の妨げにならないよう、常に善良なる参加者として取り組むこと。 

(3) 本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。また、提出された資料につい

ては返却しないものとする。 

(4) 一度企画提案書を提出し、後にこれを辞退する場合は、提出期限までに辞退届（任意様式）

を提出する事。 

(5) 契約を締結する場合には、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金の納付を要

する。ただし、豊見城市契約規則第 30 条第 1 項第 3 号又は第 6 号に該当する場合は契約保証

金の納付を免除する。 

(6) 次のいずれかに該当するときは、市はその事業者を失格とする事ができる。 

① 参加資格要件を満たしていない場合。 

② 提出期限までに全ての必要書類の提出がない場合。 

③ 実施要領に定める事項に違反した場合。 

④ 提出書類に虚偽の内容を記載したことが判明した場合。 

⑤ 実施要領に定める方法以外で市職員、審査委員等に対して本案件について接触をはかり、

接触した事実が認められた場合。 

⑥ その他公平な競争の妨げになる行為、事実があったと市が判断した場合。 
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別紙１  

豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託事業者選定基準 

 

評価項目 評価基準 

業務実施体制及

び事業実績 

安定的な人員配置や配置人員の資格等、実務の実施体制が適切で、業務が適切

に実施できるか。 

高齢者への介護予防に資する指導実績があり、成果を挙げているか。     

（同事業又は類似事業の実績について） 

安全対策や事故発生時の対応が十分に検討されているか。 

個人情報の管理体制は十分か。（マニュアル等があるか） 

企画提案内容 

事業に取り組む姿勢や応募理由が適当であるか。 

地域の特性・現状・課題等を把握した企画提案内容になっているか。 

事業の目的等を的確に反映した企画提案内容になっているか。 

企画提案内容に工夫や独創性があり、事業の効果を高めるような取組が期待で

きるか。 

事業利用者の個々の状態を把握し、適切な指導が期待できるか。 

（個人評価） 

事業を効果的に遂行するため、多様な団体等と連携した取組が期待できるか。 

見積もり価格 見積価格が企画提案内容に対して適当であるか。 
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様式１ 

 

プロポーザル参加申込書 

 

 

 

令和 8年度 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託   

 

□ 転倒骨折予防教室事業  

□  脳がんじゅう教室事業 

（※該当する□にレ点チェックをしてください） 

 

当社は、令和 8年度 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務に係る公募型プ

ロポーザルに参加します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

豊見城市長  徳元 次人  殿 

 

 

 

 

（提出者）  住 所 

名 称 

代 表 者                         ㊞ 

 

 

（担当者）  氏 名 

電話番号 

Ｅ－Mail 
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様式 2 

                            令和  年  月  日 

 

質問書 

 

 

会 社 名：              

担 当 者 名：              

電 子 ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ：              

 

  

豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務に係る公募型プロポーザル実施要領に基づき、

次のとおり質問します。 

  

質問内容（箇条書きで簡潔にお願いします。） 

事業名に〇を付けてください。（質問書 1 枚に対し１事業） 

 

① 転倒骨折予防教室事業 

② 脳がんじゅう教室事業 
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様式 3 

 

応 募 資 格 確 認 書 

 

 

令和 8年度 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務委託 

 

 

当社は、令和 8年度 豊見城市「介護予防・日常生活支援総合事業」業務に係る公募型 

プロポーザルに関する応募資格については全て事実と相違ありません。  

 

令和   年   月  日 

豊見城市長 徳元 次人 

 

（提出者）住 所   

                       名 称 

                       代表者             ㊞ 

資格要件 

 

 

※該当する項目に

〇印をする。 

(右側の欄） 

（１）沖縄県内に本店、支店等の事業所の拠点があること。 
 

 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4

の規定に該当しない者であること。 
 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく更生又は再生手続き

を行っていない者であること。 

 

（４）豊見城市の指名停止措置を受けていないこと。 

 
 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律。（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定する暴

力団をいう。）又はその構成員でないこと。 

 

（６) 宗教法人（昭和 26年法律第 126号）第 2条に規定する宗 

教活動を主たる目的とする団体でないこと。 
 

（７）事業者が国税、地方税を滞納していないこと。 

 
 

（８）別紙の仕様書で定める業務委託について、十分な業務遂

行能力を有し適正な執行体制を有すること及び本市の指

示に柔軟に対応できること。 

 


